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令和８年（2026年）４月１日作成 

 
  

 

区民葬儀の対象 ●祭壇 ●霊柩車 ●火葬料金 ●遺骨収納容器 
  

◆対象４項目は、区民葬儀取扱店で同一料金です。通常より費用が抑えられており、必要なものだけを組み

合わせて利用できます。  
  

【対象外のもの】  

ドライアイス、遺影写真、会葬礼状、返礼品、飲食費、生花、花輪、御供え物、テント、ハイヤー、マイクロバス、

斎場使用料など  
  

◆対象４項目以外の料金は、区民葬儀取扱店により違います。各取扱店に、お問い合わせください。 
  

◆葬儀様式につきましては、仏式・神式をはじめ、キリスト教、無宗教につきましても 対応可能ですので、

ご相談ください。 

 
 

ご利用の際は、指定の区民葬儀取扱店に依頼してください。 
 

 

◆区民葬儀取扱店（世田谷区内 1７ 店舗）  

  店名 住所 ＴＥＬ 

1 伊藤商事(株) 葬儀部  松原３－３０－１２ 3322-8155 

2 (有)メーユー上原葬儀社  梅丘３－１０－１２ 3429-3643 

3 金子総本店  北沢３－３１－２ 3469-2894 

4 (株)佐久間本店  成城６－６－３ 3482-1467 

5 
(株)佐久間本店 

千歳船橋営業所 
桜丘２－２７－１１ 3429-7521 

6 (有)佐藤葬祭  北沢５－３４－１４ 3468-0949 

7 (有)嶋田葬祭  池尻３－４－２ 3411-0347 

8 (株)経堂 清水葬祭  経堂１－５－９ 3420-6971 

9 城西葬祭(株)  野沢２－１３－２ 3421-0610 

10 (株)杉田フューネス  上北沢４－３３－３ 3302-6767 

11 (有)曽根葬祭  下馬４－２－１２ 3414-1042 

12 (有)野﨑商店  豪徳寺１－８－７ 3429-7214 

13 (有)平野屋葬祭  大原１－１７－１２ 3468-2028 

14 (株)ムラカミ 宮坂３－２８－２ 3429-4874 

15 太子堂 山田葬儀社  太子堂５－２－１１－１０４ 3414-4269 

16 (株)沼崎商会 尾山台３－９－６ 3702-0156 

17 東京典禮（株） 北烏山１－１０－２６－４０１ 3304-4241 

 

  

区民葬儀の利用にあたって 
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区民葬儀を利用する場合の手順 ： お亡くなりになったら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに数式を入力します。 

 

 

 

 

 

※各総合支所くみん窓口戸籍担当に 死亡届を提出し、区民葬儀券を受け取ってください。受付時間は平

日、土曜日（第３土曜日を除く）午前９時から午後５時までです。第３土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２

月２９日から１月３日まで）と平日夜間は、時間外受付窓口（区役所第２庁舎地下１階）で受け付けします。 

また、区民葬儀で設定された費用で葬儀を行うには、区民葬儀券の提出が必要です。葬儀を行った後に、

区民葬儀券を発行することはできません。 

 

【その他の注意事項】 

◇病院で亡くなられたときは葬祭業者に連絡し、ご遺体を搬送する車を手配してもらってください。 
 

◇葬儀を行わない場合も、火葬場の予約は葬祭業者を通して行います。 
 

◇斎場で葬儀を行う場合は、式場利用料等の追加の費用がかかります。詳細は、区民葬儀取扱店にご確認

ください。  

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 区民葬儀とは ≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪ 
 

終戦後、都民の低所得者層に対し、低廉な価格により葬儀が行われるよう「都民葬儀」 

として運営が始まりました。その後、東京都の要請により、特別区が「特別区区民葬儀運 

営協議会」を設置、区民葬儀取扱店に指定された全東京葬祭業連合会に加盟する葬祭業 

者が「区民葬儀」を行っています。  

区民葬儀の対象となる項目は、本来の目的から「祭壇」「霊柩車」「火葬料金」「遺骨収 

容器」のみで、比較的低廉な統一料金で設定されており、自宅などで簡素な葬儀を希望 

する方や費用を抑えて葬儀を行いたい方に向いています。ただし、多数の会葬者が見込 

まれ、追加物品などが多くなる場合には、区民葬儀を利用しても、葬儀全体の費用が高 

くなることもあります。  

葬儀を主宰する方は、亡くなられた方をどのように送りたいのか区民葬儀取扱店の担 

当者に希望を伝え、葬儀内容を決めることが大切です。  

ご理解いただき、ご利用くださいますようお願い申し上げます。   

区民葬儀取扱店に葬儀の相談・区民葬儀利用の依頼をする。  

死亡届を提出する前に、葬祭業者と火葬場を決めてください。 

区に死亡届を提出し、火葬許可証・区民葬儀券を受け取る。 ※ 

死亡届の提出の際に、区民葬儀利用の旨をお申し出ください。 

区民葬儀取扱店に 葬儀内容の確認を行う。 

使用する券の申込人住所欄と氏名欄に記入して、区民葬儀取扱

店に提出する。 

葬儀を行う（通夜・告別式・出棺・火葬）。 

区民葬儀取扱店に、葬儀の費用を支払う。 
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区民葬儀券は死亡届の手続きを行う際にお受け取りください。 

 

◆区役所生活福祉課、あるいは各総合支所くみん窓口戸籍担当で交付します。  

◆区民葬儀券は、「火葬券」「霊柩車券」「祭壇券」の３種類がセットになっています。ご希望の種類や内容を

選んで利用できます。  

 

葬儀費用は、区民葬儀対象項目費用＋その他費用です。 

●組合せ例 ： 自宅で葬儀・民営火葬場利用（祭壇券＋霊柩車券＋火葬券）  

 

 

 

 

 

 

※この料金は戸田葬祭場、多磨葬祭場、谷塚斎場（その他の火葬場を使用した場合は P5～を参照） 

●組合せ例：自宅で葬儀・臨海斎場利用（祭壇券＋霊柩車券）  

 

 

 

 

 

 

※その他費用としてドライアイス、遺影写真、会葬礼状、生花、飲食費、御供え物などがあります。 

葬
儀
費
用 

合
計 

祭壇 B券プリント棺 

136,400円 

普通霊柩車 10km 

19,220円 区民葬儀 計２２７，２１０円 

その他費用 

その他費用 

プリント棺 

44,000円 
区民葬儀 計６３，２２０円 

臨海斎場火葬 
遺骨収納容器含む 

4４,000円 

民営火葬場 

59,600円※ 

遺骨収納容器 

11,990円 

葬
儀
費
用 

合
計 

普通霊柩車 10km 

１９，２２０円 
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区民葬儀券は、祭壇券、霊柩車券、火葬券（遺骨収納容器含む）に分かれています。祭壇やお棺等を

各種ご用意しました。ご利用になる方の希望により、組み合わせてご利用できます。  

 

１ 祭壇券【祭壇料金（御寝棺含む）】                              R3.4.1 改定 

区   分 料  金 長尺棺 料金 

Ａ１券 金襴５段飾り 桐張棺 312,180円 325,380円 

すべて 

桐張棺 

Ａ２券 金襴４段飾り 桐張棺 259,600円 272,800円 

Ｂ券 白布３段飾り プリント棺 136,400円 171,600円 

Ｃ券 白布２段飾り プリント棺 100,100円 135,300円 

祭壇を利用せず寝棺のみ 

（Ｈ17.5.1改定） 

桐張棺 66,000円 79,200円 

プリント棺 44,000円 長尺棺のプリント棺は ありません。 

◆満 6 歳以下（小人）のＡ１～Ｃの料金は、1,100 円引きになります。  

◆祭壇を利用しない寝棺のみの場合は、別途人件費が必要です。  

 

２ 霊柩車券【霊柩車運送料金】                                        R７.4.1 改定 

区   分 
料   金 

10kmまで 20kmまで 30kmまで 

宮型霊柩車 3７,４０0円 44,000円 50,600円 

普通霊柩車 19,220円 23,840円 28,460円 

 

３ 火葬券（民営火葬場の利用に限る） 

【火葬料金】（非課税）           R4.4.1改定  【遺骨収納容器代】         R3.4.1改定 

区   分 料  金  区   分 料  金 

大   人 59,600円※  
大  人 

２号一式 11,990円 

小人（満６歳以下） 34,500円※  ３号一式 10,780円 

   小  人 ６号一式 2,530円 

※この料金は戸田葬祭場、多磨葬祭場、谷塚斎場（その他の火葬場を使用した場合は P5～を参照） 

●料金は税込みです。 

●葬儀を行うにあたっては、上記の葬儀料金に含まれない諸費用が別途必要になります。 

  

区民葬儀 利用料金 
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―写真等の見本は 「区民葬儀のご案内」を ご覧くださいー 

区民葬儀を利用した方のうち、令和 8年（２０２６年）4月 1日以降に特別区が指定する民間火葬場

（町屋、落合、代々幡、四ツ木、桐ケ谷、堀ノ内の各斎場）を利用した方に対して、助成金を支給します。 

該当する方は、こちらのご案内をご確認いただき、申請をお願いいたします。 

 

 

 

（１） 区民葬儀メニューの中から、祭壇（棺のみの利用も含む）または霊柩車のうち１つ以上を利用 

したこと 

（２） 対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金を支払ったこと 

（大人 87,000円、小人 50,000円）  

（３） 亡くなられた方の住民登録が、死亡日に 23区内にあったこと（※） 

※ 亡くなられた方の住民登録があった区が申請先となります。  

※ 亡くなられた方の住民登録が 23区外でも、火葬費用を負担した方が 23区内に住民登 

録があれば支給の対象となります。火葬を執り行った日において、火葬費用を負担した方 

の住民登録がある区が申請先になります。 

 

 

 

支給要件を満たした方で、火葬費用を負担した方（火葬場が発行した領収書の宛名の方） 

※ 上記以外の方を申請者とする場合は委任状が必要です。 

※ 領収書の宛名以外の方の口座へ振込を希望する場合（代理受領）も委任状が必要です。  

 

 

亡くなられた方の住民登録があった区が申請先になります。亡くなられた方の住民登録が、死亡日 

に世田谷区にあった場合は、世田谷区へご請求ください。 

 

※ 亡くなられた方の住民登録が 23 区外でも、火葬費用を負担した方が 23 区内に住民登録があ

れば支給の対象となります。火葬を執り行った日において、火葬費用を負担した方の住民登録が世

田谷区にある場合は、世田谷区へご請求ください。 

 

 

町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場 

※戸田葬祭場、多磨葬祭場、谷塚斎場は、これまでどおり区民葬儀の対象です。 

 

 

 

亡くなられた方が大人の場合は 27,000円、小人(満６歳以下)の場合は 15,000円 

 

 

火葬を執り行った日の翌日から２年間  

区民葬儀（火葬料金） 助成制度 

支給要件（以下のすべてを満たす必要があります） 

申請できる方（申請者） 

申請先 

対象となる火葬場 

申請期限 

助成額 
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・申請書等様式は、区に死亡届を提出した際に 

窓口で受け取っていただくか、区ホームページから 

ダウンロードすることができます。 

・領収書の宛名の方が申請する場合は①～⑤の必要書類をご準備ください。 

・亡くなられた方の住民登録地が２３区外で、申請者の住民登録地で申請する場合は⑨も必要です。 

・代理申請の場合は①～⑦、代理受領の場合は①～④、⑥～⑧が必要です。 

書    類 要・不要 

① 世田谷区区民葬儀助成金交付申請書兼請求書 

世田谷区の申請書は、他区へ申請する場合もそのままお使いいただけます。 

 

 

 

 

 

 

全員必要 

② 葬儀社が発行した領収書（利用した区民葬儀の種別がわかるもの。コピー可） 

領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内 

容が確認できる書類（請求書や立替明細書など）も併せて必要です。 

区民葬儀メニューのうち霊柩車券のみを利用した場合で、葬儀社が発行した領収書 

等に霊柩車券の利用記載がない場合は、霊柩車券を利用したことがわかる霊柩車会社 

発行の領収書も併せて必要です。 

③ 対象となる火葬場が発行した明細書及び領収書 

（宛名が申請者の氏名のもの。コピー可） 

④ 申請者の本人確認書類（コピー可）※ 

⑤ 申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの 

（コピー可。代理受領の場合は不要） 

⑥ 委任状（③の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要） 

①の交付申請書兼請求書裏面が委任状です。 

代理申請・ 

代理受領時 

追加で必要 

⑦ 代理人の本人確認書類（コピー可）※ 

⑧ 代理人名義の金融機関口座番号が分かるもの（コピー可） 
代理受領時 

追加で必要 

⑨ 火葬許可証のコピー、または亡くなられた方の死亡が記載されている 

住民票の除票 

お亡くなりにな
られた方が２３
区外の場合必要 

 

※本人確認書類は（１）か（２）のうち、有効期限内のものをご準備ください。 

（１） 以下のいずれか１点の写し（顔写真付きの官公署発行文書） 

□ マイナンバーカード（個人番号カード、表面のみ） □ パスポート（顔写真記載のページ） 

□ 運転免許証 □ 運転経歴証明書（平成２４年４月以降交付のもの）  

□ その他の官公署発行書類で顔写真及び氏名に加え、生年月日か住所の記載のあるもの 

（２） 以下のいずれか２点の写し（顔写真のない官公署発行文書） 

□ 資格確認書 □ 後期高齢者医療被保険者証 □ 介護保険被保険者証 

□ マイナンバーの通知カード（顔写真なし） □ 年金手帳 □ 基礎年金番号通知書  

□ その他の官公署発行書類で氏名に加え、生年月日か住所の記載のあるもの 

 

  

 

区ホームページは 

左の二次元コードより

ご確認いただけます。 

必要書類 
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世田谷区保健福祉政策部生活福祉課 区民葬儀担当 

電話：０３－５４３２－２９３１   ＦＡＸ：０３－５４３２－３０２０ 

 

 

８ページの一覧をご確認いただき、申請をお願いいたします。世田谷区の申請書は、他区でもその

ままお使いいただけます。 
 

 

 

  

申請方法 申請を行うところ 

郵 送 〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 

世田谷区保健福祉政策部生活福祉課 区民葬儀担当あて 

電子申請 二次元コードを読み取りのうえ、申請をお願いいたします。 

※電子申請は、以下の場合にご利用いただけます。 

①亡くなられた方の住民登録が世田谷区にあった場合 

②代理申請や代理受領を行わない場合 

窓 口 〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 

世田谷区保健福祉政策部生活福祉課生活福祉担当 

世田谷区役所 第 2庁舎 5階 51番窓口 

※庁舎の立替に伴い、窓口が変更になる場合があります。 

世田谷区への申請方法 

世田谷区の区民葬儀担当の連絡先 

葬儀社が発行する領収書 

領収書 

●● ●●様 

金  ～～～～～～円 

但し、故□□ □□様 葬儀代として 

＜内訳＞ 

区民葬儀 祭壇 C券  100,100円 

区民葬儀 霊柩車券    19,220円 

 

世田谷区以外の申請先 

 

 

請求書（明細書等） 

●● ●●様 

 

 

故□□ □□様 葬儀代として 

 

＜内訳＞ 

区民葬儀 祭壇 C券  100,100円 

区民葬儀 霊柩車券    19,220円 

                  

合計        ～～～～～～円

ten 

火葬場が発行する領収書 

領収書 

●● ●●様（故□□ □□様） 

金  ～～～～～～円 

□申請者、亡くなられた方の氏名（フルネーム） 

必要書類の注意点 

 

 

□領収書に利用した区民葬儀の種別の記載が
ない場合に、請求書等が必要になります。 

□利用された区民葬儀
の種別 

□亡くなられた方
の氏名（フルネーム） □領収書と宛名が 

一致していること 
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